
東日本大震災の復旧・復興事業（建築工事関係）における労働者宿舎設置に 

関する試行要領 

 

 東日本大震災の復旧・復興事業の本格化により、復旧・復興事業に従事する労働者が宿泊施設

を近隣で確保できない地域が生じている。 

このような地域では、復旧・復興事業を円滑に進めるため工事に従事する労働者の宿舎を新た

に確保する必要があることから、建築工事関係において労働者宿舎設置に係る費用について、「公

共建築工事共通費積算基準 １ 共通費の区分と内容 表－１ 共通仮設費 「仮設建物費」内

の「宿舎」」として積み上げ計上する場合に必要な事項を「東日本大震災の復旧・復興事業（建築

工事関係）における労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下「試行要領」という。）として定め

るものである。 

  

１ 対象工事 

 対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。 

（１）県土整備部が所管する県営建設工事（建築工事関係）において、平成 25年 9 月 27日以

降に工事請負契約を締結する工事であること。 

（２）発注者が、工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設等の状況を考慮した上で選定する工事 

であること。 

（３）工事施工箇所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内であること。 

 

２ 労働者宿舎建設 

 （１）労働者宿舎は、リース契約を原則とするが、リース契約が困難又は適切でないと判断し

た場合は、受注者及び発注者の協議によりこれによらないことができるものとする。 

 （２）労働者宿舎を撤去する場合は、労働者宿舎の撤去費を当該工事の設計変更により計上す 

   るものとする。 

（３）労働者宿舎の設置にあたり、工事請負契約後に必要事項（宿泊施設を確保出来ない理由、

宿舎建設の意向、室数等の規模、設備等）について事前協議することとする。なお、労働

者宿舎の仕様は、別に定める「労働者宿舎仕様基準」によるものとする。 

（４）労働者宿舎建設に要する費用のうち「労働者宿舎仕様基準」に示す標準仕様（以下「標 

  準仕様」という。）については、発注者が複数の見積りを徴収し、適切な労働者宿舎建設費 

  用を計上するものとする。 

（５）発注者は、建物費の計上にあたり、見積りや図面などから「必要と認められない設備等」 

が含まれていないか等を精査し、適正な部分のみ計上するものとする。なお、対象外と判 

断した設備等で、受注者が必要とする場合は受注者負担（撤去含む）とする。 

（６）「標準仕様」以外の給排水関係又は外構等は、精算により計上できるものとし、受注者は

精算による計上をする部分に要した金額を証明する書類（領収書、領収書等の出ないもの

は金額の適切性を証明する金額計算書等）を監督職員に提出し、内容について協議するも

のとする。 

 （７）受注者は、労働者宿舎の仕様に変更が生じる場合は、監督職員と協議するものとする。 



 （８）受注者は、当該宿舎を使用できない等の理由により、やむを得ず労働者が旅館、ホテル 

   等に宿泊した場合等については、「被災地以外からの労働者確保に要する間接費の実績変更 

   の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」（以下「間接費の実績変更の運用」という。）に

基づく「宿泊費」又は「借上費」を請求できるものとする。ただし、「建物費」と重複した

請求と認められる場合は「間接費の実績変更の運用」の対象外とする。 

 （９）受注者は、労働者宿舎建設完了時に、「労働者宿舎仕様基準」に定める事項について、 

   監督職員の立会を受けるものとし、あらかじめ立会願いを「工事打合せ簿」等により監督

職員に提出しなければならない。 

 （10）受注者は、前項の規定の立会に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、当 

   該工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。 

 （11）建物費の範囲は、下記に示す労働者宿舎の設置費、リース費及び撤去費（建物費で計上

した部分のみ）とする。ただし、使用後に宿舎を引継ぐ場合は、撤去費は計上しないもの

とする。 

   建物費として計上出来るもの 

   (ｱ) 宿舎（標準仕様部分） 

   (ｲ) 付帯設備（各室、共用） 

   (ｳ) 厨房室※） 

   (ｴ) 外構等※） 

   (ｵ) 給排水関係※） 

   (ｶ) 用地の借地料※） 

    (ｷ) 労働者宿舎の維持・補修に要する費用※） 

(ｸ) 宿舎の撤去費用 

   (ｹ) 宿舎に関わる設備撤去費用（給排水関係等） 

    注）上記の付帯設備（各室、共用）に要する費用は、「建設業附属寄宿舎規程（厚生労働省）」及び「望ましい建 

      設業寄宿舎に関するガイドライン（厚生労働省）」により規定された設備が対象となる。 

    ※） (ｳ)～(ｷ) は、受発注者の協議により、必要に応じて計上できるものとする。 

  建物費として計上出来ないもの 

   (ｱ) 消耗品費 

   (ｲ) 管理人等給与等 

   (ｳ) 固定資産税等の租税公課等 

    注）上記(ｳ)に該当する費用は「共通費の実績変更の運用基準」に基づき計上可能。本要領第３項(12)参照。 

（12）疑義が生じた場合は随時協議するものとする。 

 

３ 労働者宿舎維持管理 

（１）「試行要領」による当該宿舎の設置、維持管理、撤去は、受注者が行うものとする。 

（２）発注者は、受注者が適切に労働者宿舎を管理するよう、受注者へ適正に指導するものと

する。 

 （３）当該宿舎は当該工事に従事する労働者のための宿泊施設であり、当該工事に従事する労 

   働者以外には使用できない。ただし、当該工事の受注者が、別途受注した「試行要領」に

おける「１ 対象工事（２）及び（３）」に該当する県土整備部が所管する県営建設工事に



従事する労働者が当該宿舎使用を希望する場合は、発注者及び受注者の協議によりこれに

よらないことができるものとする。 

 （４）宿舎管理において、訴訟等の問題が発生した場合は受注者の責任において速やかに解決 

   すること。 

 （５）受注者は、労働者宿舎の引き払い時期について、「工事打合せ簿」等に「労働者宿舎利用

報告書（様式１）」を添付して監督職員に提出し、発注者へ報告するものとする。 

 （６）発注者は、前項の報告を受けて、関係機関等に労働者宿舎利用希望について照会し、当

該宿舎の管理・運営を引継ぐ別工事を選定するものとする。 

 （７）前項において、引継ぐ工事がない場合は、当該工事において宿舎を撤去するものとする。 

（８）当該工事完了後の労働者宿舎の取扱い（撤去又は引継ぎ）については、当該工事完了の

概ね２ヶ月前までに受注者及び発注者の協議により決定するものとする。 

（９）労働者宿舎を引継ぐ場合は、受注者は発注者が指定する者へ引き継ぐものとする。 

 （10）受注者は、労働者宿舎撤去又は宿舎引き払い完了時に、監督職員の立会を受けるものと 

   し、あらかじめ立会願いを「工事打合せ簿」等により監督職員に提出しなければならない。 

 （11）受注者は、前項の規定の立会に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、当 

   該工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。 

 （12）現在運用している「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・

機械設備）」に基づく被災地以外からの労働者確保に要する共通費の設計変更を行う場合は、

「租税公課等」を加えた下記に示す費用（以下「労働者宿舎実績変更対象費」という。）と

し運用することとする。 

構成費目 実績変更対象の主な項目 

共通仮設費 

仮設建物費 

借上費 
・建物を建築する代わりに貸ビル、マンション、民家等を長期借上げ
した場合に要した費用 

宿泊費 ・労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 

その他 労働者送迎費 

・労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を
含む）をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を
含む） 

現場管理費 

労務管理費 

募集・解散費 ・労働者の赴任手当、帰省旅費及び解散手当 

賃 金 以 外 の 食
事 ・ 通 勤 等 に 要
する費用 

・労働者の早出、残業費の食事等（事業主負担分）、食事補助費 
・支給した交通費 
 会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実費費用に応じ

て支給される手当 

 遠隔地の工事等で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる手当 

租税公課 租税公課 ・固定資産税等の租税公課等 

 （13）発注者は、宿舎建設協議時に、当該工事の設計額における現場管理費に対する「労働者

宿舎実績変更対象費」を「工事打合せ簿」等にて受注者に通知するものとする。 

    また、契約変更を行う場合（契約金額が変更となる場合）は、その都度、変更となる「労

働者宿舎実績変更対象費（見込み額）」を受注者に通知する。 

 （14）受注者は、「労働者宿舎実績変更対象費」を請求する場合は、「工事打合せ簿」等に「労

働者宿舎等に係る実績報告書（様式２）」及び実績変更対象費として実際に支払った全ての

証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）

を添付して監督職員に提出し、実績変更の内容について協議する。（なお、提出期限は協議

のうえ決定する。） 

 （15）疑義が生じた場合は随時協議をすることとする。 

 



４ 受注者への周知及び協議 

 （１）「１ 対象工事（２）」による対象工事は、「特記仕様書」に対象工事である旨を記載する

ものとし、工事請負契約締結後に労働者宿舎建設について協議する。 

（２）工事請負契約締結後に「１ 対象工事（２）」による対象工事とする場合は、「工事打合せ

簿」等により労働者宿舎建設について受発注者間で協議する。  

 

５ その他 

（１）受注者の責めによる工事工程等の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用に 

  ついては、設計変更の対象としない。 

（２）受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停 

  止等の措置を行う場合がある。 

 

付則 

この試行要領は、平成 25 年９月 26 日から施行する。 

この試行要領は、平成 26 年 8 月 22 日から施行する。 

この試行要領は、平成 27 年 6 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

労働者宿舎利用報告書 

 

年  月  日  

 

発注者 

 

受注者           ○印  

 

 

平成  年  月 日契約の○○○○○○工事の労働者宿舎利用期間について下記のとおり報

告します。 

 

記 

工 事 名 ○○○○○○工事 

工 事 場 所 ○○市○○地内 

工 期 平成２５年１０月○日～平成２７年３月○日 

労働者宿舎設置場所 ○○○町○○○地内 

労働者宿舎利用戸数 １００戸 

労働者宿舎引き払い時期 平成２７年１月○日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２ 

労働者宿舎等に係る実績報告書 

 

年  月  日  

 

発注者 

 

受注者           ○印  

 

平成  年  月 日契約の○○○○○○工事の労働者宿舎等に係る実績報告書を提出します。 

 

費 目 費 用 内  容 支払額（税抜き） 

共 通 

仮設費 

宿舎 借上費 労働者宿舎の敷地借上げに要した地

代及び建物を建築する代わりに貸し

ビル、マンション、民家等を長期借

上げした場合に要した費用 

円 

宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊し

た場合に要した費用 
円 

その他 労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該

現場に送迎輸送（水上輸送を含む）

をするために要した費用（運転手賃

金、車両損料、燃料費等含む） 

円 

小  計 円 

現 場 

管理費 

労 務 管

理費 

募集及び解散に

要する費用 

労働者の赴任手当、労働者の帰省旅

費、労働者の帰省手当 
円 

賃金以外の食事、

通勤等に要する

費用 

労働者の食事補助、交通費の支給 

円 

租税 

公課 

租税公課 

 

固定資産税等の租税公課等 
円 

小  計 円 

合  計 円 

 


